
（別添４）

平成３０年度鳥取県市町村創生交付金　対象事業 智頭町

（１）基本交付額分

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）

1

１　主体的な住民活動への支援
（１）地域住民が主体となり、地域
の振興又は観光振興につながる活動
に要する経費

日本１／０村おこし運動補助金事業
　地域の特色を活かし、地域の将来を考えて住民自ら
が知恵と汗を絞り自主的に行う活性化事業に対し補助
金を交付する。

1,500

2

３　福祉保健の充実
（１）障害者又は高齢者が自宅にお
いて自立した生活を送るための居住
環境の整備に対する助成に要する経
費

高齢者等居住環境整備助成事業
　介護保険制度の要支援以上の認定者の在宅生活を支
援するため、段差の解消等居住環境の整備に対して助
成を行う。

746

3

３　福祉保健の充実
（３）身体障害者その他の就職困難
者に対する就職準備のための助成に
要する経費

特定新規学卒者就職支度金支給事業
　身体障害者その他の就職困難者など新規学卒者の常
用就職を容易にするため、就職準備のための支度金を
支給する。

200

4
３　福祉保健の充実
（４）地域住民の健康増進を図るた
めに必要な経費

新生児聴覚検査助成事業
　新生児聴覚検査の費用の一部を助成し、育児支援を
行う。

66

5

６　農林水産業等の振興
（２）農地の賃借及び農作業の受託
を行う認定農業者等に対する助成に
要する経費

担い手規模拡大促進事業
　地域の担い手である認定農業者等が農業規模拡大を
目的に町内の農地を借り受ける際に、賃借料相当分を
助成することで農地集約と有休農地の解消を図る。

100

6

６　農林水産業等の振興
（４）農林水産業を営む個人又は法
人その他の団体が行う農林水産業に
従事する人材の確保・育成のための
試行的な取組の支援に要する経費

智頭林業伝統技術保存支援事業
　現在では少なくなった架線集材による素材生産を行
い、次世代へその技術も伝承、智頭林業の伝統を守っ
ている団体等を補助することにより、伝統技術の保存
を支援する。

300

7

６　農林水産業等の振興
（４）農林水産業を営む個人又は法
人その他の団体が行う農林水産業に
従事する人材の確保・育成のための
試行的な取組の支援に要する経費

防護衣服購入事業費補助金
　林業就業者のチェーンソー作業の安全を確保するた
め、防護衣服の購入に係る経費を支援し、林業作業に
おける安全意識の普及啓発も図る。また、近年の防護
ズボンはファッション性も高いことから、かっこいい
林業を目指し、新たな人材の確保へ繋げる。

325

8

６　農林水産業等の振興
（５）地産地消意識の高揚及び普及
定着を図るための活動及び食育に関
する取組に要する経費

地産地消推進事業
　学校給食に地元で生産されたものを用いることによ
り、地産地消意識の高揚など、多様な教育効果を図
る。

492

9

７　人権尊重の社会づくりの推進
（１）人権問題解決のため住民学習
を計画又は運営する人権教育推進員
の設置に要する経費

人権教育推進員設置事業
　人権教育推進員を設置し、人権問題学習活動の指導
助言や学習相談を推進する。

2,198

10
７　人権尊重の社会づくりの推進
（３）人権意識の向上を図る研修会
等の開催に要する経費

智頭町同和教育推進事業
　現存する部落差別の解消を中心的課題に、すべての
人権問題の解決に向けた教育・啓発活動を行政が中心
となって智頭町同和教育推進協議会などと連携して推
進していく。

1,700

11

８　地域文化、芸術の振興
（１）民俗芸能、伝統芸能等の継承
又は地域文化活動の活性化に要する
経費

文化祭委託事業
　町民の文化活動の成果を発表する場である文化祭の
開催を、智頭町文化協会に委託し、町の秋のイベント
として定着するような文化祭を目指す。

500

12

８　地域文化、芸術の振興
（１）民俗芸能、伝統芸能等の継承
又は地域文化活動の活性化に要する
経費

文化協会補助金事業
　町内文化団体が加盟する文化協会の活動（サマーコ
ンサート・ふれあいコンサート開催補助等）支援を行
う。

470

13

８　地域文化、芸術の振興
（２）文化財（市町村指定が見込ま
れるものを含む。）の補修又は活用
に要する経費

石谷家住宅維持修繕事業
　重要文化財として公開している石谷家住宅の破損等
の修繕を行う。

3,254
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対象事業名 事業名・事業内容
事業費
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14

８　地域文化、芸術の振興
（２）文化財（市町村指定が見込ま
れるものを含む。）の補修又は活用
に要する経費

石谷家住宅庭園管理事業
　重要文化財として公開している石谷家住宅の庭園の
維持管理及び補修を行う。

5,421

15 ９　市町村の自主的な行政運営

同和地区高等学校等就学奨励金支給事業
　町内の同和地区に居住する者の子で、経済的に就学
が困難な家庭環境にある高等学校、高等専門学校、短
期大学及び大学並びに各種専門学校及び養護学校高等
部在学者に対し、就学奨励金を支給する。

3,756

16 ９　市町村の自主的な行政運営
智頭町新規創業・開業支援事業
　町内で新たに創業するものに対し、事業に要する経
費の一部を補助することにより、商業の振興を図る。

1,000

17 ９　市町村の自主的な行政運営

智頭町店舗改修事業
　店舗改修に要する費用の一部を補助することによ
り、店舗の活用の促進を図り、地域経済の活性化に寄
与する。

270

18 ９　市町村の自主的な行政運営

居場所づくり補助金事業
　高齢者や障がい者等を対象に地域住民の力を活用
し、高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続
けることができるよう高齢者等の居場所を確保すると
ともに、地域の支え愛体制事業の立ち上げや運営を助
成する。

1,000

19 ９　市町村の自主的な行政運営

介護事業計画周知及び実行管理支援業務委託事業
　第7期介護保険事業計画の内容及び、本町の介護・
福祉の現状を知っていただき、自分毎として考えてい
ただけるよう、地域ケア会議（暮らしを考える会）等
での周知活動及び、介護保険計画の実行に向けた支援
を行う。

2,400

事業費　計 25,698

（２）調整交付額分

対象分野名 事業名・事業内容
事業費

（千円）

1 ④地域コミュニティの形成
疎開保険事業
　災害支援を切り口とした地域間交流、物流、商流に
よる地域おこしを行う。

23

事業費　計 23

平成３０年度交付決定額の算定方法 （単位：千円）

基本交付額分

対象事業費 ［①］ 25,698

基本交付基準額（①×1/2　千円未満端数切り捨て）［②］ 12,849

基本交付額 ［③］ 9,957

②と③のいずれか低い額 ［④］ 9,957

調整交付額分

対象事業費 ［⑤］ 23

調整交付基準額（事業ごとの事業費×1/2（１事業の上限1,500千円 千円未満端数切捨て）の計）［⑥］ 11

⑥を上限に採択状況に応じて配分した額 ［⑦］ 11

平成３０年度　交付額 ［④＋⑦＝⑧］ 9,968

平成２９年度　精算額 ［⑨］ 0

平成３０年度　交付決定額　 ［⑧＋⑨＝⑩］ 9,968
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